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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信を行う移動体通信装置と、所定の無線通信規格によるローカルな無線通信を
行う無線インタフェースとを備えた情報処理装置であって、
　前記無線インタフェースが無線通信可能なエリア内に位置する、前記所定の無線通信規
格で無線通信を行う機器を探索し、探索した機器の名称を取得する探索処理を行う探索手
段と、
　前記移動体通信装置を介して前記移動体通信によって送信された探索要求を受信した場
合に、前記探索手段に前記探索処理を行わせ、当該探索処理で取得された名称を、前記移
動体通信装置を介して前記移動体通信によって前記探索要求の送信元に送信する探索結果
応答手段とを有し、
　当該情報処理装置は、自動車に搭載された車載の装置であることを特徴とする情報処理
装置。
【請求項２】
　移動体通信を行う移動体通信装置と、無線LANにアクセスする無線インタフェースとを
備えた携帯型の情報処理装置であって、
　前記無線インタフェースがアクセス可能な無線LANを探索し、探索した無線LANの名称を
取得する探索処理を行う探索手段と、
　前記移動体通信装置を介して前記移動体通信によって送信された探索要求を受信した場
合に、前記探索手段に前記探索処理を行わせ、当該探索処理で取得された名称を、前記移
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動体通信装置を介して前記移動体通信によって前記探索要求の送信元に送信する探索結果
応答手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の情報処理装置と、ユーザによって携帯されるモバイル装置とを
備え、
　前記モバイル装置は、
　移動体通信を行う移動体通信部と、
　前記移動体通信部を介して前記移動体通信によって前記情報処理装置に探索要求を送信
する探索要求手段と、
　当該情報処理装置から受信した名称を表示する探索結果表示手段とを有することを特徴
とする探索システム。
【請求項４】
　移動体通信を行う移動体通信装置と、所定の無線通信規格によるローカルな無線通信を
行う無線インタフェースとを備えたコンピュータによって読み取られ実行されるコンピュ
ータプログラムであって、
　前記コンピュータは、自動車に搭載された車載のコンピュータであり、
　当該コンピュータプログラムは、前記コンピュータに、
　前記移動体通信装置を介して前記移動体通信によって送信された探索要求を受信した場
合に、前記無線インタフェースが無線通信可能なエリア内に位置する、前記所定の無線通
信規格で無線通信を行う機器を探索し、探索した機器の名称を取得する探索ステップと、
　前記探索ステップで取得された名称を、前記移動体通信装置を介して前記移動体通信に
よって前記探索要求の送信元に送信する探索結果応答ステップとを実行させることを特徴
とするコンピュータプログラム。
【請求項５】
　移動体通信を行う移動体通信装置と、無線LANにアクセスする無線インタフェースとを
備えた、携帯型のコンピュータによって読み取られ実行されるコンピュータプログラムで
あって、
　前記コンピュータに、
　前記移動体通信装置を介して前記移動体通信によって送信された探索要求を受信した場
合に、前記無線インタフェースがアクセス可能な無線LANを探索し、探索した無線LANの名
称を取得する探索ステップと、
　前記探索ステップで取得された名称を、前記移動体通信装置を介して前記移動体通信に
よって前記探索要求の送信元に送信する探索結果応答ステップとを実行させることを特徴
とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、置き忘れられたモバイル装置を探索する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　置き忘れられたモバイル装置を探索する技術としては、自動車に搭載された車載装置に
おいて、近距離無線通信インタフェースを介した接続が確立している自動車内の移動電話
機との接続が、自動車から搭乗者が降車した後も継続した場合に、近距離無線通信インタ
フェースを介した接続を介して移動電話機に所定の通話先に移動体通信網を介した通信を
行わせて、当該移動電話機が自動車内に置き忘れられていることを通知する技術が知られ
ている（特許文献１、２）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2003-348659号公報
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【特許文献２】特開2002-320269号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した移動電話機に所定の通話先に発信させて、当該移動電話機が自動車内に置き忘
れられていることを通知する技術によれば、置き忘れられた移動電話機の検出や、移動電
話機からの忘れられていることの通知を、当該移動電話機と車載装置と近距離無線通信イ
ンタフェースを介した接続を用いて行うので、自動車内に置き忘れられた移動電話機であ
っても、車載装置と近距離無線通信インタフェースを介した接続を確立できない移動電話
機の探索には適用することができない。ここで、一般的に、車載装置との近距離無線通信
インタフェースはセキュア化されているため、予め認証情報が登録された移動電話機しか
近距離無線通信インタフェースを介した接続を車載装置との間で確立することはできない
。そして、このために、たとえば、一時的なゲストとして自動車に搭乗したユーザの移動
電話機は、自動車内にあっても近距離無線通信インタフェースを介した車載装置との間の
接続は確立できない。
　したがって、この技術によれば、探索できるモバイル装置が、予め特定のモバイル装置
のみに制限されることになる。
【０００５】
　そこで、本発明は、より制限なく、置き忘れられたモバイル装置の探索を可能とするこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題達成のために、本発明は、移動体通信を行う移動体通信装置と、所定の無線通
信規格によるローカルな無線通信を行う無線インタフェースとを備えた情報処理装置に、
前記無線インタフェースが無線通信可能なエリア内に位置する、前記所定の無線通信規格
で無線通信を行う機器を探索し、探索した機器の名称を取得する探索処理を行う探索手段
と、前記移動体通信装置を介して前記移動体通信によって送信された探索要求を受信した
場合に、前記探索手段に前記探索処理を行わせ、当該探索処理で取得された名称を、前記
移動体通信装置を介して前記移動体通信によって前記探索要求の送信元に送信する探索結
果応答手段とを備えたものである。
【０００７】
　ここで、このような情報処理装置は、自動車に搭載された車載の装置や、携帯型の装置
であってもよい。
　このような情報処理装置によれば、当該情報処理装置の近くに前記所定の無線通信規格
で無線通信を行う機器が置き忘れられた可能性がある場合には、当該情報処理装置に移動
体通信を介して探索要求を送信すれば、当該情報処理装置の近くにある機器の名称を知得
することができるので、当該情報処理装置の近くに、当該機器が置き忘れられているかど
うかを知ることができる。
【０００８】
　また、このような情報処理装置が携帯型の装置であって、当該情報処理装置が置き忘れ
られたときには、当該情報処理装置に移動体通信を介して探索要求を送信すれば、当該情
報処理装置の近くにある機器の名称を知得することができるので、当該名称の機器の設置
場所を特定できる場合には、当該情報処理装置が置き忘れられた場所を知ることができる
。
【０００９】
　また、本発明は、前記課題達成のために、移動体通信を行う移動体通信装置と、無線LA
Nにアクセスする無線インタフェースとを備えた携帯型の情報処理装置に、前記無線イン
タフェースがアクセス可能な無線LANを探索し、探索した無線LANの名称を取得する探索処
理を行う探索手段と、前記移動体通信装置を介して前記移動体通信によって送信された探
索要求を受信した場合に、前記探索手段に前記探索処理を行わせ、当該探索処理で取得さ
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れた名称を、前記移動体通信装置を介して前記移動体通信によって前記探索要求の送信元
に送信する探索結果応答手段とを備えたものである。
【００１０】
　このような情報処理装置によれば、当該情報処理装置が置き忘れられたときには、当該
情報処理装置に移動体通信を介して探索要求を送信すれば、当該情報処理装置の近くにあ
る無線LANの名称を知得することができるので、当該名称の無線LANの設置場所を特定でき
る場合には、当該情報処理装置が置き忘れられた場所を知ることができる。
【００１１】
　また、本発明は、以上のような情報処理装置と、ユーザによって携帯されるモバイル装
置とをよりなる探索システムも提供する。但し、前記モバイル装置は、移動体通信を行う
移動体通信部と、前記移動体通信部を介して前記移動体通信によって前記情報処理装置に
探索要求を送信する探索要求手段と、当該情報処置装置から受信した名称を表示する探索
結果表示手段とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように、本発明によれば、より制限なく、置き忘れられたモバイル装置の探索を
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本本発明の第１実施形態に係る検索システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本本発明の第１実施形態に係る車載装置と探索元モバイル装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るサーチ依処理を示す例を示すフローチャートである
。
【図４】本発明の第１実施形態に係るサーチサービス処理を示す例を示すフローチャート
である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るモバイル装置の探索動作を示す図である。
【図６】本発明の第２、第３実施形態に係るモバイル装置の探索動作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
　まず、第１の実施形態について説明する。
　図１に、本第１実施形態に係る探索システムの構成を示す。
　図示するように、本探索システムは、自動車に搭載された車載装置１と、探索元モバイ
ル装置２とより構成され、探索元モバイル装置２から移動体通信網４を介して車載装置１
にアクセスし、自動車の車内に置き忘れられたモバイル装置３を探索するものである。
【００１５】
　ここで、探索元モバイル装置２は、移動電話装置やスマートフォンやタブレット装置な
どの移動通信機能を備えた携帯型の装置であり、モバイル装置３は移動電話装置やスマー
トフォンやタブレット装置などの無線インタフェースを備えた携帯型の装置である。
【００１６】
　図２に、車載装置１と探索元モバイル装置２の構成を示す。
　図示するように、車載装置１は、自動車に搭載される装置であり、図示するように、入
力装置１０１、表示装置１０２、マイクやスピーカなどを備えた音声入出力装置１０３、
Bluetooth(登録商標)規格に従った無線通信処理を行う無線インタフェース装置１０４、
車載装置１のオペレーティングシステム１０５、オペレーティングシステム１０５上で稼
働するアプリケーション、記憶装置１０６、移動体通信網４にアクセスするための移動通
信装置１０７、ＧＰＳ受信機や自動車の各種状態を検出するセンサなどの、その他の周辺
装置１０８とを備えている。
【００１７】
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　また、車載装置１は、上述したアプリケーションとして、サーチサービスアプリケーシ
ョン１１１と、自動車の現在位置を算出したり目的地までのルートを設定し案内する処理
を行うナビゲーションアプリケーション１１２などの、その他のアプリケーションとを備
えている。
【００１８】
　なお、車載装置１は、ハードウエア的には、ＣＰＵやメモリなどを備えたコンピュータ
を用いて構成されるものであり、オペレーティングシステム１０５やアプリケーションな
どは、当該コンピュータが、所定のコンピュータプログラムを実行することにより実現さ
れるものである。
【００１９】
　次に、探索元モバイル装置２は、図示するように、操作部２０１、ディスプレイ２０２
、マイクやスピーカなどを備えた音声入出力部２０３、Bluetooth(登録商標)規格に従っ
た無線通信処理を行う無線インタフェース部２０４、スマートフォンのＯＳであるところ
のモバイルオペレーティングシステム２０５、モバイルオペレーティングシステム２０５
上で稼働するアプリケーションであるモバイルアプリケーション、記憶部２０６、移動体
通信網４にアクセスするための移動通信部２０７、その他の周辺デバイス２０８を備えて
いる。
【００２０】
　ここで、探索元モバイル装置２は、モバイルアプリケーションとして、移動通信部２０
７や音声入出力部２０３や操作部２０１を用いた移動電話機能を提供する移動電話アプリ
ケーション２１１と、サーチクライアントアプリケーション２１２と、メールアプリケー
ションやＷｅｂブラウザアプリケーションなどの、その他のアプリケーションを備えてい
る。
【００２１】
　なお、探索元モバイル装置２は、ハードウエア的には、ＣＰＵやメモリなどを備えたコ
ンピュータを用いて構成されるものあり、モバイルオペレーティングシステム２０５やモ
バイルアプリケーションなどは、当該コンピュータが、所定のコンピュータプログラムを
実行することにより実現されるものである。
【００２２】
　次に、モバイル装置３は、探索元モバイル装置２と同様な構成を備えている。ただし、
モバイル装置３は、サーチクライアントアプリケーション２１２を備えていなくてよい。
【００２３】
　ここで、車載装置１は、無線インタフェース装置１０４を用いて、無線インタフェース
装置１０４の無線通信可能エリア内にある、Bluetooth(登録商標)規格に従った無線イン
タフェースを備えた装置を探索し、探索によって発見した装置のBluetooth(登録商標)規
格に従った無線インタフェース上の識別名であるBluetooth　デバイス名を取得すること
ができる。
【００２４】
　また、車載装置１は、無線インタフェース装置１０４を用いて、以上のような探索によ
って発見した装置との間で認証処理（ペアリング）を行い、認証処理が終了した装置と、
Bluetooth(登録商標)規格に従って相互に接続し相互通信を行うことができる。ただし、
当該認証処理にはユーザ操作（PINキーの入力等）の介在が必要となる。
【００２５】
　また、車載装置１は、無線インタフェース装置１０４の無線通信可能エリア内にあるBl
uetooth(登録商標)規格に従った無線インタフェースを備えた装置であって、過去に認証
処理が完了している（ペアリング済みの）装置と、自動的にBluetooth(登録商標)規格に
従って相互に接続し相互通信を行うことができる。
【００２６】
　なお、探索元モバイル装置２とモバイル装置３は、Bluetooth(登録商標)規格に従った
無線インタフェースを備えた装置に該当する。
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　以下、このような探索システムにおいて、探索元モバイル装置２から移動体通信網４を
介して車載装置１にアクセスし、自動車の車内に置き忘れられたモバイル装置３を探索す
る動作について説明する。
【００２７】
　ここで、当該自動車の車内に置き忘れられたモバイル装置３を探索する動作は、探索元
モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション２１２が行うサーチ依頼処理と、
車載装置１のサーチサービスアプリケーション１１１が行うサーチサービス処理によって
実現される。
【００２８】
　まず、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション２１２が行うサー
チ依頼処理について説明する。
　図３に、このサーチ依頼処理の手順を示す。
　図示するようにサーチ依頼処理において、探索元モバイル装置２のサーチクライアント
アプリケーション２１２は、ユーザから、サーチ実行の指示を受け付けると（ステップ３
０２）、移動通信部２０７を制御して、移動体通信網４を介した車載装置１との間のデー
タ通信路を確立する（ステップ３０４）。ここで、車載装置１とのデータ通信路の確立に
必要な車載装置１の電話番号は、予め探索元モバイル装置２に設定しておいたものを使用
するか、サーチ実行の指示とともにユーザから入力を受け付けて使用するようにする。
【００２９】
　そして、車載装置１のサーチサービスアプリケーション１１１に周辺装置１０８の探索
要求を発行し（ステップ３０６）、車載装置１のサーチサービスアプリケーション１１１
から探索結果を受信するのを待つ（ステップ３０８）。
【００３０】
　次に、探索結果をサーチサービスアプリケーション１１１から受信したならば（ステッ
プ３０８）、探索結果で示されるBluetooth　デバイス名の一覧をディスプレイ２０２に
表示する（ステップ３１０）。
【００３１】
　そして、ユーザからの処理終了指示が発生したならば処理を終了する。
　以上、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション２１２が行うサー
チ依頼処理について説明した。
　次に、車載装置１のサーチサービスアプリケーション１１１が行うサーチサービス処理
について説明する。
　図４に、このサーチサービス処理の手順を示す。
　図示するようにサーチサービス処理において、車載装置１のサーチサービスアプリケー
ション１１１は、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション２１２か
ら移動体通信網４で送信された周辺装置１０８の探索要求の移動通信装置１０７を介した
受信を監視する（ステップ４０２）。
【００３２】
　そして、探索要求を受信したならば（ステップ４０２）、無線インタフェース装置１０
４を用いて、無線インタフェース装置１０４の無線通信可能エリア内にあるBluetooth(登
録商標)規格に従った無線インタフェースを備えた装置を探索し、探索によって発見した
装置のBluetooth　デバイス名を取得する（ステップ４０４）。
【００３３】
　そして、移動通信装置１０７を用いて、取得したBluetooth　デバイス名の一覧を探索
結果として探索要求発行元の探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーショ
ン２１２に移動体通信網４を介して送信し（ステップ４０６）、ステップ４０２に戻り、
次の周辺装置１０８の探索要求の受信を待つ。
【００３４】
　以上、車載装置１のサーチサービスアプリケーション１１１が行うサーチサービス処理
について説明した。
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　なお、このようなサーチサービス処理やサーチサービスアプリケーション１１１は、車
載装置１における、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション２１２
から移動体通信網４で送信された周辺装置１０８の探索要求の移動通信装置１０７を介し
た受信に応答して、オペレーティングシステム１０５によって起動されるものとしてもよ
い。
【００３５】
　以下、以上のような探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション２１
２が行うサーチ依頼処理と、車載装置１のサーチサービスアプリケーション１１１が行う
サーチサービス処理によって実現される、自動車の車内に置き忘れられたモバイル装置３
を探索する動作例を示す。
【００３６】
　いま、車載装置１が搭載された自動車と探索元モバイル装置２のユーザであるユーザＡ
と、ユーザＡの友人でモバイル装置３のユーザであるユーザＢが、車載装置１が搭載され
た自動車で移動し、目的地に到着した後に、ユーザＡとユーザＢが自動車から降車して徒
歩で他の場所に移動した後に、ユーザＢがモバイル装置３をどこかに置き忘れたことに気
づいたものとする。
【００３７】
　また、この時点において、図５ａに示すように、ユーザＡは、探索元モバイル装置２を
携帯しており、ユーザＢのモバイル装置３は車載装置１が搭載された自動車内に放置され
ているものとする。
【００３８】
　この場合、ユーザＡが、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション
２１２のサーチ依頼処理を起動し、周辺装置１０８のサーチ実行の指示を行うと、探索元
モバイル装置２から車載装置１に移動体通信網４を介して周辺装置１０８の探索要求（５
０１）が発行される。
【００３９】
　探索要求を受信した車載装置１は、サーチサービスアプリケーション１１１のサーチサ
ービス処理において、無線インタフェース装置１０４を用いて、無線インタフェース装置
１０４の無線通信可能エリア内にあるBluetooth(登録商標)規格に従った無線インタフェ
ースを備えた装置を探索し（５０２）、探索によって発見した装置のBluetooth　デバイ
ス名を取得する。なお、上述のように、当該探索において、車載装置１とユーザＢのモバ
イル装置３のBluetoothの認証処理（ペアリング）は必要ない。よって、ユーザＢのモバ
イル装置３はBluetooth(登録商標)規格に従った無線インタフェースを備えた装置であれ
ば任意の装置であってよい。
【００４０】
　ここでは、ユーザＢのモバイル装置３が車内にあるので、車載装置１によってユーザＢ
のモバイル装置３が発見され、ユーザＢのモバイル装置３のBluetooth　デバイス名「B'S
 MOBILE」が取得される。
【００４１】
　そして、次に、車載装置１は、取得したユーザＢのモバイル装置３のBluetooth　デバ
イス名を探索結果（５０３）としてユーザＡの探索元モバイル装置２に応答する。
　そして、探索結果を受け取った探索元モバイル装置２は、探索結果として受信したユー
ザＢのモバイル装置３のBluetooth　デバイス名「B'S MOBILE」を、たとえば、図５ｂの
ようにディスプレイ２０２に表示する。
【００４２】
　この結果、ユーザＡ、Ｂは、ユーザＢのモバイル装置３がユーザＡの自動車内に置き忘
れられていることを認知することができる。
　以上、本発明の第１の実施形態について説明した。
　以下、本発明の第２の実施形態について説明する。
　本第２実施形態は、上記第１実施形態において、サーチサービスアプリケーション１１
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１を車載装置１に設けずに、サーチサービスアプリケーション１１１をモバイルアプリケ
ーションとしてモバイル装置３に設けたものである。
【００４３】
　本第２実施形態における自動車の車内に置き忘れられたモバイル装置３を探索する動作
は、第１実施形態における車載装置１とモバイル装置３の動作が入れ替わったものとなる
。ただし、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション２１２が行うサ
ーチ依頼処理では、モバイル装置３のサーチサービスアプリケーション１１１とのデータ
通信路の確立に必要な電話番号等の通信用アドレスは、サーチ実行の指示とともにユーザ
から入力を受け付けて使用するようにする。
【００４４】
　以下、本第２実施形態において、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケ
ーション２１２が行うサーチ依頼処理と、モバイル装置３のサーチサービスアプリケーシ
ョン１１１が行うサーチサービス処理によって実現される、自動車の車内に置き忘れられ
たモバイル装置３を探索する動作例を示す。
【００４５】
　いま、図６ａに示すように、図５ａと同様に、ユーザＡとユーザＢが車載装置１を搭載
した自動車から離れた場所におり、かつ、ユーザＡは、探索元モバイル装置２を携帯して
おり、ユーザＢのモバイル装置３は車載装置１が搭載された自動車内に放置されているも
のとする。
【００４６】
　この場合、ユーザＡが、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション
２１２のサーチ依頼処理を起動し、モバイル装置３の電話番号等の通信用アドレスの入力
と、周辺装置１０８のサーチ実行の指示を行うと、探索元モバイル装置２からモバイル装
置３に移動体通信網４を介して周辺装置１０８の探索要求（６０１）が発行される。
【００４７】
　探索要求を受信したモバイル装置３は、サーチサービスアプリケーション１１１のサー
チサービス処理において、無線インタフェース部２０４を用いて、無線インタフェース部
２０４の無線通信可能エリア内にあるBluetooth(登録商標)規格に従った無線インタフェ
ースを備えた装置を探索し（６０２）、探索によって発見した装置のBluetooth　デバイ
ス名を取得する。
【００４８】
　ここでは、ユーザＢのモバイル装置３は車載装置１が搭載された自動車の車内にあるの
で、ユーザＢのモバイル装置３によって車載装置１が発見され、車載装置１のBluetooth
　デバイス名が取得される。
【００４９】
　そして、次に、ユーザＢのモバイル装置３は、取得した車載装置１のBluetooth　デバ
イス名を探索結果（６０３）としてユーザＡの探索元モバイル装置２に応答する。
　そして、探索結果を受け取った探索元モバイル装置２は、探索結果として受信した車載
装置１のBluetooth　デバイス名をディスプレイ２０２に表示する。
　この結果、表示された車載装置１のBluetooth　デバイス名より、ユーザＡ、Ｂは、ユ
ーザＢのモバイル装置３がユーザＡの自動車内に置き忘れられていることを認知すること
ができる。
【００５０】
　以上、本発明の第２の実施形態について説明した。
　以下、本発明の第３の実施形態について説明する。
　本第３実施形態は、上述した第２実施形態において、モバイル装置３にBluetooth に従
った無線通信処理を行う無線インタフェース部２０４に代えて、Wi-Fi（IEEE802.11規格
）に従った無線通信処理を行う無線インタフェース部２０４を備えたものである。
【００５１】
　また、モバイル装置３のサーチサービス処理のステップ４０４では、無線インタフェー
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探索によって発見した装置の無線LANのネットワーク名（SSID,ESSID）を取得するように
したものである。
【００５２】
　いま、図６ｂに示すように、図５ａと同様に、ユーザＡとユーザＢが共におり、かつ、
ユーザＡは、探索元モバイル装置２を携帯しており、ユーザＢのモバイル装置３は無線LA
Nのアクセスポイント５が設置された飲食店内Ｘに置き忘れられているものとする。
【００５３】
　この場合、ユーザＡが、探索元モバイル装置２のサーチクライアントアプリケーション
２１２のサーチ依頼処理を起動し、モバイル装置３の電話番号等の通信用アドレスの入力
と、周辺装置１０８のサーチ実行の指示を行うと、探索元モバイル装置２からモバイル装
置３に移動体通信網４を介して周辺装置１０８の探索要求（７０１）が発行される。
【００５４】
　探索要求を受信したモバイル装置３は、サーチサービスアプリケーション１１１のサー
チサービス処理において、無線インタフェース部２０４を用いて、無線インタフェース部
２０４で接続可能な無線LANを探索し（７０２）、探索によって発見した無線LANのネット
ワーク名（SSID,ESSID）を取得する。
【００５５】
　ここでは、ユーザＢのモバイル装置３は、飲食店内Ｘ内にあるので、ユーザＢのモバイ
ル装置３によって飲食店内Ｘの無線LANが発見され、飲食店内Ｘの無線LANのネットワーク
名（SSID,ESSID）が取得される。
【００５６】
　そして、次に、ユーザＢのモバイル装置３は、取得した飲食店内Ｘの無線LANのネット
ワーク名（SSID,ESSID）を探索結果（７０３）としてユーザＡの探索元モバイル装置２に
応答する。
【００５７】
　そして、探索結果を受け取った探索元モバイル装置２は、探索結果として受信した飲食
店内Ｘの無線LANのネットワーク名（SSID,ESSID）をディスプレイ２０２に表示する。
　この結果、表示されたネットワーク名（SSID,ESSID）が飲食店Ｘを表すものである場合
や、飲食店Ｘの無線LANのネットワーク名（SSID,ESSID）が既知である場合には、ユーザ
Ａ、Ｂは、ユーザＢのモバイル装置３が飲食店内Ｘに置き忘れられていることを認知する
ことができる。
【００５８】
　以上、本発明の第３の実施形態について説明した。
　以上、本発明の実施形態について説明した。
【符号の説明】
【００５９】
　１…車載装置、２…探索元モバイル装置、３…モバイル装置、４…移動体通信網、５…
アクセスポイント、１０１…入力装置、１０２…表示装置、１０３…音声入出力装置、１
０４…無線インタフェース装置、１０５…オペレーティングシステム、１０６…記憶装置
、１０７…移動通信装置、１０８…周辺装置、１１１…サーチサービスアプリケーション
、１１２…ナビゲーションアプリケーション、２０１…操作部、２０２…ディスプレイ、
２０３…音声入出力部、２０４…無線インタフェース部、２０５…モバイルオペレーティ
ングシステム、２０６…記憶部、２０７…移動通信部、２０８…周辺デバイス、２１１…
移動電話アプリケーション、２１２…サーチクライアントアプリケーション。
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